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福岡市男女共同参画推進施策等に対する苦情処理制度の概要 

 

 

 

一人ひとりが、性別にかかわりなく、その個性と能力を発揮し、いきいきと暮らせる

まちづくりを目指して制定された「福岡市男女共同参画を推進する条例」第２６条に基

づき、市民の声を男女共同参画の推進に活かすため、施策に対する苦情処理制度を設け

ている。 

  

  

福岡市男女共同参画を推進する条例（抜粋） 

      第４章 施策に対する苦情の処理 

  （施策に対する苦情の処理） 

第 26 条 市長は，市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画

の推進に影響を及ぼすと認められる施策について，市民等から苦情の申出があった

場合は，福岡市男女共同参画審議会の意見を聴いたうえで，必要に応じて，適切な

措置を講じるものとする。 

 

２ 市長は，前項の申出をした市民等に対し，当該申出に係る意見及び講じた措置の

内容を通知しなければならない。 

 

 

■苦情の申出ができるのは 

       福岡市民（法人を含む）及び福岡市内に通勤・通学している人 

 

 

■対象となるのは 

 ◎本市が実施する男女共同参画の推進に関する施策 

 ◎本市が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策 

 

   ただし、次に掲げるのものは、この制度の対象外。 

  ●現に住民監査請求がなされている事案に関するもの 

   ●現に行政不服審査法に基づく不服申立てがなされている事案に関するもの 

   ●現に訴訟が裁判所に係属している事案に関するもの 

   ●現に議会に対して請願がなされている事案に関するもの 
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■処理の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○申出を受けた後、市長は苦情の対象となった施策の実施状況などを確認し、その結果

を添えて、福岡市男女共同参画審議会に対し苦情についての意見を求める。 

○同審議会は、必要に応じて関係者からの事情聴取や資料収集などの調査を行ったうえ

で、市長に対して意見を述べる。 

○市長は、同審議会の意見を踏まえ、施策の変更や検討などを行う。 

○処理結果は、申出人に書面で通知する。 

市 長 （受付窓口：市民局男女共同参画課）

市 民 等 （通勤・通学者を含む）

福岡市男女共同参画審議会

①苦情申出書の提出

②苦情の対象となった施策
に関する現状確認

③意見を求める

④講じるべき措置等について検討
※必要に応じ追加調査

⑥措 置

⑤意 見

⑦措置内容等を通知

⑧
公

表

・福岡市が実施する男女共同参画の推進に
関する施策についての苦情

・福岡市が実施する、男女共同参画の推進

に影響を及ぼすと認められる施策について
の苦情

次のものは、対象外。

(1) 現に住民監査請求がなされてい
る事案に関するもの

(2)現に不服申立の審理中の事案に

関するもの
(3)現に裁判所に係属している事案

に関するもの

(4) 現に議会に対して請願がなされ

ている事案に関するもの
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